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日立市
市街地

常陸太田市
市街地

：農耕地

：市街地

：その他（空き地等）

：山林・荒地

：河川・湖沼

凡　例

（１）流域の概要

＜流域の諸元＞
◆幹川流路延長：約124km
◆流域面積 ：約1,490k㎡
◆流域内人口 ：約20万人

出典： 「H22.3河川現況調査」

◆土地利用

山林等：87％

農地： 11％

宅地等： 2％
出典：「H22.3河川現況調査」
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久慈川は、八溝山（標高1,022m）に源を発し、奥久慈渓谷を経て、下流部

の氾濫原において山田川・里川を合わせ太平洋に注ぐ一級河川です。

山田川合流点より下流部には市街地が広がり、特に里川合流点下流の

常陸太田市、日立市に人口が集中しています。

河口部周辺は工業地帯、重要港湾等があり、JR常磐線、常磐自動車道、

国道6号線等基幹交通が整備されています。
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１．事業の概要



昭和13年6月 台風

・久慈川及び里川で堤防が決壊し、現在の常陸太田市等
の広い範囲で浸水
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（２）過去の主要な災害

発生年月 主な被災市町村

大正 9年（1920）10月
常陸太田市（太田町、佐都村、幸久村、西小澤村）、那珂市（額田村）
、常陸大宮市（世喜村、大賀村）、日立市（東小澤村）など

昭和13年（1938） 6月（台風） 常陸太田市（太田町、佐都村、西小澤村）、常陸大宮市（上野村）など

昭和61年（1986） 8月（台風10号）
常陸太田市（常陸太田市、金砂郷村、水府村）、那珂市（那珂町）、常
陸大宮市（大宮町）など

平成11年（1999） 7月（停滞前線） 那珂市（瓜連町）、常陸大宮市（大宮町）など

おおたまち さとむら さきくむら にしおざわむら ぬかだむら

せきむら おおがむら ひがしおざわむら

かなさごうむら すいふむら なかまち

おおみやまち

かみのむら

うりづらまち

常陸太田市上河合町地先での浸水状況
かみかわいちょう

１．事業の概要

那珂市門部地先での浸水状況
かどべ

昭和61年8月 台風10号

・山方地点で戦後最大流量を記録し、榊橋地点でＨＷＬを
40cm越え、浸水被害が発生

平成11年7月 停滞前線

久慈川

久慈大橋（東海村豊岡地先）付近の出水状況
とよおか



（３）事業の目的と計画の概要

大正9年10月 台風による出水により被災（既往最大流量）

昭和13年 久慈川改修計画の策定

（直轄編入 久慈川改修工事に着手）

昭和13年6月 台風による出水により被災（既往最大降雨）

昭和39年 新河川法制定

昭和41年 久慈川一級河川に指定

昭和41年 久慈川水系工事実施基本計画の策定

昭和49年 久慈川水系工事実施基本計画の改定

（流量改定による）

昭和61年8月 台風10号による出水により被災

（戦後最大流量）

平成9年 河川法改正

平成11年7月 前線による出水により被災

平成20年3月 久慈川水系河川整備基本方針の策定

久慈川水系河川整備基本方針 ※

大正9年の大洪水を契機に昭和13年に直轄編入し、久慈川改修工事に着手しました
昭和41年に一級河川指定され、久慈川水系工事実施基本計画を策定しました。
平成9年の河川法改正を受け、平成20年3月に久慈川水系河川整備基本方針を策定しました。

3

計画高水流量図

※ 河川整備基本方針は、長期的な観点から、国土全体のバランスを考
慮し、基本高水、計画高水流量配分等、抽象的な事項を科学的・客
観的に定めるものであり、専門的知識を有する学識経験者を主たる
構成員とする社会資本整備審議会河川分科会の意見を聴いて、国
土交通大臣が定めることとしたものです。
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（単位 ：m3/s）

基本高水のピーク流量：4,000m3/s （山方地点）
計画高水流量 ：4,000m3/s （山方地点）

１．事業の概要
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河川改修の経緯

概ね２０～３０年間の整備内容

山田川合流点から下流域において、昭和61年8月洪水を概ね安全に流下
させることができるよう整備を進めます。



（１）事業の進捗状況 （事業位置図）
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堤防整備・河道掘削
（里川合流点下流）

河道掘削
（山田川合流点下流）

堤防整備
（辰ノ口・小倉地区）

堤防整備
（里川上流）

かきわ

②樋管等遠隔操作
（久慈川河口付近）

①河道掘削（堅磐地区）

千葉県

栃木県

埼玉県

東京都

茨城県

福島県

■洪水を安全に流下させるための対策として、堤防整備・河道掘削等を実施
■地震・津波遡上対策として、津波が遡上する区間で水門、樋門・樋管の遠隔操作設備等の整備を実施。
■危機管理対策として河川防災ステーションの整備を実施。

かきわ

危機管理

【凡 例】

上段：整備予定
下段：整備済み１

洪水を安全に流下
させるための対策

地震・津波遡上対策

危機管理対策

２．事業の進捗状況



（２）前回事業評価（平成２３年度）以降の主な整備状況【1/2】

①洪水を安全に流下させるための対策(河道掘削：堅磐地区)

5

か きわ

■堅磐地区において、洪水を安全に流下させるための対策として、
平成２３年度より河道掘削を実施。

■平成２５年度までに全体掘削量約40万m3の内約8万m3(約20%)を
掘削しています。

7.0K

8.0K
7.5K

6.5K

常磐自動車道

那珂市

久慈川

里川 H25年度まで

H26年度以降

久慈川

榊橋
（国道6号）

常陸太田市

２．事業の進捗状況

7.0k断面

事業実施箇所

事業実施箇所



■東北地方太平洋沖地震により津波が河川を遡上したことにより、樋門・樋管

から津波が逆流し、堤内の水路などが被災すると共に浸水被害が発生しま

した。

■地震・津波遡上対策として、樋門・樋管のゲート設備改良や遠方監視操作設

備等の整備を実施。

２．事業進捗状況
（２）前回事業評価（平成２３年度）以降の主な整備状況【2/2】
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【実施内容】
◆ゲート設備改良：

手動式の開閉装置を自動式に改良。
◆遠方監視操作設備の導入：

遠隔地から対象とする機器を監視・操作できる
設備を導入。

豊岡第一排水樋管

豊岡第二排水樋管

後川排水樋管

留排水樋管

とよおか

とめ

うしろかわ

とよおか

東北地方太平洋沖地震による堤内水路の被災状況
豊岡第一排水樋管（右岸 2.0ｋ+16）

震災後震災前

堤内水路に津波が
逆流し、護岸が崩壊

豊岡第一樋管（堤外側） 豊岡第一樋管（堤内側）

②地震・津波遡上対策（樋管等遠隔操作）

２．事業の進捗状況
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（１）前回からの状況変化
費用対効果分析実施判定票

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項 目
判 定

判断根拠 チェック欄
（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない 事業目的に変化がない。 ■

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

地元情勢等の変化がない。 ■

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分
析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

B／Cの算定方法に変更がない。 ■

２．需要量等の変更がない
判断根拠例[需要量等の減少が１０％※以内]

総便益の減少が10%以内。 ■

３．事業費の変化
判断根拠例[事 業 費の増加が１０％※以内]

事業費に変化はない。 ■

４．事業展開の変化
判断根拠例[事業期間の延長が１０％※以内]

事業期間に変化がない。 ■

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大き
い
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費
用１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が
基準値を上回っている。

前回評価時の感度分析における下位ケース値が１．０を上回っている場合。 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

３．事業の評価



●河川改修事業に関する総便益（Ｂ）

河川改修事業に係わる便益は、洪水氾濫区域における家屋、農作物、公共施設等に想定される被害に対して、年平均被害軽減期待額を

「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき計上。

●河川改修事業に関する総費用（Ｃ）

河川改修事業に係わる建設費及び維持管理費を計上

●算定結果（費用便益比）

便益の現在価値化の合計+残存価値

建設費の現在価値化の合計+維持管理費の現在価値化の合計
B/C ＝

＝ １６．０（概ね20～30年間) 、 ＝ １８．９ (当面７年間）

（２）費用対効果の分析
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概ね20～30年間の事業に要する総費用（Ｃ）

④建設費 ６０．７億円

⑤維持管理費 １．４億円

⑥総費用（④＋⑤） ６２．１億円

概ね20～30年間の事業に対する総便益（B）

①被害軽減効果 ９９３．０億円

②残存価値 ２．０億円

③総便益（①＋②） ９９５．０億円

※ 社会的割引率（年4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定した。
※ 表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある。

当面７年間の事業に要する総費用（Ｃ）

④建設費 ２１．１億円

⑤維持管理費 ０．９億円

⑥総費用（④＋⑤） ２２．０億円

当面７年間の事業に対する総便益（B）

①被害軽減効果 ４１５．０億円

②残存価値 １．１億円

③総便益（①＋②） ４１６．１億円

※ 社会的割引率（年4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定した。
※ 表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある。

３．事業の評価

注）費用対効果分析に係る項目は平成２３年度評価時点



河道掘削・堤防整備
（里川合流点下流）

河道掘削
（山田川合流点下流）

危機管理

①堤防整備
（辰ノ口・小倉地区）

たつのくち おぐら

堤防整備
（里川上流）

河道掘削（堅磐地区）
かきわ

千葉県

栃木県

埼玉県

東京都

茨城県

福島県

（１）今後の改修方針（事業位置図）
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項目 当面7年で整備する箇所 概ね20～30年で整備する箇所

洪水を安全に流下
させるための対策

河道掘削（堅磐地区）
堤防整備（辰ノ口・小倉地区）

河道掘削・堤防整備（里川合流点下流）
河道掘削（山田川合流点下流）
堤防整備（里川上流）

危機管理対策 危機管理

【凡 例】

上段：当面7年
下段：概ね20年～30年 １

洪水を安全に流下
させるための対策

危機管理対策

４．事業の見込み等
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（２）当面７年で行う予定の事業
①洪水を安全に流下させるための対策（堤防整備：辰ノ口・小倉地区）

常陸大宮市辰ノ口・小倉地区において、洪水を安全に流下させるための対策として平成２５年度
より堤防整備を実施。

昭和６１年８月、平成１１年７月出水時に同地区では浸水被害が発生しています。

②

常陸大宮市常陸大宮市

27.5k

常陸大宮市常陸大宮市

辰ノ口橋辰ノ口橋

位置図

【辰ノ口・小倉地区堤防整備】

堤防整備

S61年洪水 浸水実績図

28K

堤防整備

常陸大宮市常陸大宮市

辰ノ口橋辰ノ口橋

富岡橋富岡橋

S61年浸水：
辰ノ口・小倉地区

４．事業の見込み等



11

袋詰め根固制作状況

コンクリート殻の再利用を行い、約１．３百万円のコスト縮減を図りました。

（３）コスト縮減の取り組み

４．事業の見込み等

古い護岸など工事により発生したコンクリート殻を、袋詰め根固めの中詰め材として再利用すること
により、処分費及び材料費の縮減を図っています。

建設副産物の再利用 ＜効果＞ ・砕石材料費の縮減

・コンクリート殻の処分費の縮減

合計 ０円/m3

縮減前

砕石材料費 ＋ コンクリート殻の処分費

４，８００円/m3 ＋ ３，０００円/m3

０円/m3

合計 １１，０００円/m3

約１．３百万円のコスト縮減

コンクリート殻量＝約１２０m3

縮減後

砕石材料費 ＋ コンクリート殻の処分費
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都道府県

・政令市
再評価における意見

茨城県

過去に大きな洪水被害に見舞われている久慈川は、沿川の安全・安心を
確保する河川整備の早期完成を図る必要があることから、本事業の継続を
希望します。

コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら事業を
進めていただくようお願いいたします。

５．関連自治体等の意見

■再評価における都県の意見は以下のとおりです。



（１）事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

①事業を巡る社会経済情勢等の変化
久慈川流域は、福島県・栃木県・茨城県の３県にまたがり、下流域には工業地帯や重要港湾を有する日立市、中核都

市である常陸太田市を有するとともに、人口・資産が集積し、氾濫被害ポテンシャルが大きい山田川合流点より下流域を
洪水から防御するため、引き続き久慈川直轄河川改修事業により、災害の発生の防止又は軽減をります。

②事業の投資効果

平成２３年度評価時 Ｂ／Ｃ Ｂ（億円） Ｃ（億円）

久慈川直轄河川改修事業 １６．０ ９９５．０ ６２．１
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注：費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

６．今後の対応方針（原案）

（２)事業の進捗状況・事業の進捗の見込みの視点

・今後の実施の目途・進捗の見通しについては、特に大きな支障はありません。

・今後も事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、関係機関、地元関係者等との調整を十分に行い実施します。

（３)コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・技術開発の進展に伴う新工法の採用等の可能性を探るなど一層のコスト縮減に努めます。



６．今後の対応方針（原案）
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（４）今後の対応方針（原案）

当該事業は、現段階においても、その事業の必要性は変わっておらず、
引き続き事業を継続することが妥当と考えます。


